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１、修学旅行等キャンセル料への地方創生臨時交付金活用について 

本年の累次の緊急事態宣言等により発生した修学旅行等の中止・延期に伴うキャンセ

ル料等につきましては、７月 21日に、地方創生臨時交付金を活用して対応する旨の通

達を各都道府県に発出していただくとともに、次いで 8月 20日には、地方創生臨時交

付金（事業者支援分）における追加交付分の 3000億円の取扱について、「旅行の中止・

延期等の影響を受けている観光事業者に対する支援も重要」との通達を都道府県及び市

町村に発出していただくなど、ご支援に対し心より御礼申し上げます。 

一方で、8 月初旬より両協会と日本旅館協会及び日本バス協会が 47 都道府県を訪問

し、要望申し上げたところ、修学旅行等キャンセル料への支援についての反応は必ずし

も芳しくない状況にあります。 

事業者団体としても追加交付分の通達発出を受け、再度各地方自治体のご理解ご支

援を頂くべく訪問いたすことはもちろんですが、観光立国調査会の先生方におかれま

しても、修学旅行等キャンセル料ほか観光事業者支援の実現に向け、国及び地方自治

体をご指導いただくよう、改めてお願い申し上げます。 

 

２、緊急事態宣言等発出による損失の補償について 

今年度、東京都を例にいたしますと、緊急事態宣言が 4/25～6/20、7/12～9/12の 4か

月の長きに及ぶとともに、昨年度までと大きく異なり「都道府県境を越える移動の自粛」

の強力な要請が再三なされております。さらに国におかれては、より強力な移動の自粛

の要請を行うことを検討されていると伺っています。 

このような環境下、既に多くの旅行会社は宣言発出地域発着の旅行を催行中止にする

など、政府の発出した緊急事態宣言等の要請を受けたツアー取消を余儀なくされており、

日本旅行業協会が会員へ調査したデータでは、緊急事態宣言の発出を受けて失った４月

～８月の旅行取扱は、３５０万人、取扱額１，３４０億円、粗利額２００億円に達し、



２０１９年比較で、売上９割減の月が続いております。協力金の対象となっている外食

産業ですら６月単月売上の２０１９年比は２割減（日本フードサービス協会調査）です

から、旅行業界の深刻さは甚大です。 

いわゆるロックダウンの是非についても一部で議論されるほどの状況の下、旅行事業

者の経営環境は極めて悪化しております。そのため、私共としても、内閣府地方創生推

進室よりお示しをいただきました「地方創生臨時交付金」の観光事業者等への支援のた

めの使途について、損失補償等にも活用していただくよう地方自治体にご理解をいただ

くべく活動して参ります。その際、東京、大阪、福岡等の旅行の発着が多い地域につき

まして特段のご配慮をいただけるようご支援をお願い申し上げます。 

 

３、ワクチンパスポートの国内、海外双方での活用について 

紙のワクチンパスポート（接種証明書）につきまして、７月２６日より発行開始とな

り、年内を目途にデジタル化対応の予定と報道されております。議員先生方の強力な推

進に感謝申し上げます。ワクチンパスポートの海外での使用可能国・エリアを拡大いた

だくと同時に、国際交流再開の最大の壁となっている「日本入国時の１４日間隔離」の

緩和を切にお願い申し上げます。 

一方、ワクチン接種の進捗については、２回接種完了者が４割を超えました。複数の

変異株の出現もあり、withコロナの期間は長期化することが予想される中、欧米同様に

接種完了した国民から行動制限を緩和し、経済を回していく必要があります。国内にお

けるワクチンパスポートの活用をぜひ推進いただくようお願い申し上げます。このベネ

フィットが未接種者にとっての大いなるモチベーションとなり、接種率８割、集団免疫

の獲得に繋がるものと思われます。 

 

４、地域観光事業支援、並びに GoTo トラベル事業早期再開について 

３０を超える県において、地域観光事業支援を活用した県内宿泊キャンペーンが発表

されていますが、現在の感染状況が落ち着いた暁には、感染拡大防止と経済再生の両立

を図るため、エリア単位での共同実施による相互往来を促進することが重要だと考えま

す。これにより中距離移動による旅行が増加し、交通事業者、宿泊事業者、旅行会社、

観光施設、土産物店など広く事業支援の効果を高めることが可能となります。 

さらには、存亡の危機にある日本の観光インフラを抜本的に救済するためには、１日



も早い GoToトラベル事業の再開が不可欠です。そのためには、全都道府県の感染状況の

収束を待っていては機を逸する恐れがあることから、感染ステージ３相当以上の都道府

県は除外した上で、再開判断することが肝要です。 

また、特に事業存続の危機にある貸切バス事業者救済のためには、団体旅行やＭＩＣ

Ｅの復活が必要であり、また人々の移動と交流の促進にはビジネス需要の底支えが不可

欠であることから、法人需要を事業の対象とすることを要望します。 

 

５、雇用調整助成金特例措置の延長について 

雇用調整助成金の特例措置等の延長につきまして、累次の緊急事態宣言の延長等を踏

まえ、１１月末までの延長をご決定いただき、心より御礼を申し上げます。 

日本旅行業協会の調査においては、大手旅行会社の本年前半の国内旅行取扱人員は、

一昨年同期と比べて約 9割減少となっております。また、中小旅行会社も同様に、極め

て厳しい経営状況が続いております。 

これまで、協会会員につきましては、営業所の閉鎖や大幅な縮小、従業員の休業日取

得やテレワークの実施、さらには月例給の削減など、売上を９割失った中でもなんとか

可能な限りの雇用を維持し営業を継続して参りましたが、これはひとえに雇用調整助成

金特例措置の数次にわたる延長のご判断に支えて頂いたおかげでございます。 

つきましては、今後の観光需要の回復と観光立国の推進による我が国の発展に向け、

旅行業界における雇用を維持するため、１１月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例

措置及び１２月末に期限を迎える雇用調整助成金の受給資格期間を少なくとも令和４

年３月まで延長いただきますようお願い申し上げる次第でございます。 

 

６、家賃支援給付金の支給について 

中小旅行事業者への家賃支援給付金が認められましたが、本制度は令和３年２月１５

日で申請が締切となりました。その後も、緊急事態措置やまん延防止措置、外出自粛や

移動自粛で多大なる影響を受けている中小旅行事業者を救済するため、同様に支給の実

施をお願い申し上げます。 

  



７、持続化給付金の再支給、月次支援金の増額 

コロナ禍で苦しんでいる中小旅行事業者に対する持続化給付金の制度が設けられまし

たが、本制度は令和３年２月１５日で申請が締切となりました。その後も、緊急事態措

置やまん延防止措置、外出自粛や移動自粛で多大なる影響を受けている中小旅行事業者

を救済するため、再支給の実施をお願い申し上げます。 

また、月次支援金の給付は、事業の継続に大変有難い制度となっておりますが、厳し

い経営状況を打開するため、給付額の増額をお願い申し上げます。 

 

８、資金繰り支援等について 

 資金繰りが厳しい中小旅行事業者の状況を踏まえ、追加融資や返済猶予（元本据置き・

返済期限の延長等）の迅速かつ柔軟な実施をお願い申し上げます。 

 

９、国税等の納付猶予延長、免除 

厳しい経営環境を強いられており、中には債務超過に陥っている旅行事業者の企業とその

雇用を維持するため、法人税等の全額免除、納付猶予の次年度末まで延長や分割納付と、

社会保険料会社負担分の全額免除、納付猶予の延長や分割納付をご検討いただきたく切に

お願い申し上げます。 


